
お知らせ お知らせ

民
生
委
員
が
、ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
や

高
齢
者
の
み
世
帯
の
お
宅
を
訪
問
し
、緊
急

連
絡
先
な
ど
の
聞
き
取
り
調
査
を
し
ま
す
。

こ
の
調
査
に
よ
り
台
帳
を
作
成
し
、緊
急
時

の
対
応
な
ど
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
実
施
期
間
／
3
月
上
旬
〜
6
月
上
旬

▼
対
象
者
／

・
昭
和
24
年
4
月
1
日
以
前
生
ま
れ
の
ひ
と

り
暮
ら
し
高
齢
者
の
方
、高
齢
者
の
み
世
帯

の
方

・
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の

方
で
、高
齢
者
世
帯
台
帳
の
登
録
を
申
請
さ

れ
た
方

「
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
世
帯
台
帳
」は
、

ひ
と
り
暮
ら
し
を
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
の
方

が
、事
前
に
親
族
の
連
絡
先
や
、現
在
の
生
活

状
況
を
登
録
す
る
こ
と
で
、地
区
の
民
生
委

員
が
訪
問
や
安
否
確
認
の
際
に
活
用
す
る
制

度
で
す
。

▼
対
象
者
／
昭
和
34
年
4
月
1
日
以
前
生
ま

れ
の
方
で
、昼
夜
を
通
じ
て
ひ
と
り
で
生
活

し
て
お
り
、家
族
な
ど
と
接
す
る
こ
と
が
な

い
た
め
、地
域
の
見
守
り
が
必
要
な
在
宅
の

方
。た
だ
し
、75
歳
未
満
で
次
に
該
当
す
る
方

は
、周
囲
の
人
に
よ
っ
て
安
否
が
確
認
で
き

る
環
境
で
す
の
で
、該
当
し
ま
せ
ん
。

・経
常
的
に
働
い
て
い
る
方

・
同
一
敷
地
内
や
隣
接
地
に
生
活
し
て
い
る

家
族
な
ど
が
お
り
、行
き
来
が
あ
る
方

・
集
合
住
宅
の
隣
接
部
屋
に
生
活
し
て
い
る

家
族
な
ど
が
お
り
、行
き
来
が
あ
る
方

▼
申
請
方
法
／
申
請
書
を
高
齢
福
祉
課
ま
た

は
各
支
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
75
歳
以
上
の
方
で
、す
で
に
民
生
委
員
が

訪
問
し
て
い
る
方
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

令
和
6
年
度
よ
り
、高
齢
者
福
祉
タ
ク

シ
ー
助
成
事
業
が
変
わ
り
ま
す
。

（
3
月
定
例
会
後
、実
施
）

▼
対
象
者
／

・80
歳
以
上
の
方

・
65
歳
以
上
で
要
介
護
1
〜
5
の
認
定
を
う

け
て
い
る
方

・65
歳
以
上
で
運
転
が
で
き
な
い
方

▼
助
成
料
金
お
よ
び
枚
数
／
乗
車
1
回
に
つ

き
1
枚
使
用
で
き
、基
本
料
金
と
迎
車
回
送

料
金
を
助
成
し
ま
す
。交
付
枚
数
は
年
間（
年

度
）24
枚
で
す
。

▼
受
付
開
始
日
／
3
月
26
日（
火
）〜

※
3
月・4
月
は
大
変
込
み
合
い
ま
す
。

お
急
ぎ
で
な
い
方
は
、時
期
を
ず
ら
し
て

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
利
用
の
範
囲
／
愛
西
市
・
海
部
津
島
地
区
・

稲
沢
市（
利
用
目
的
に
よ
る
制
限
な
し
）

▼
持
参
す
る
も
の
／

・対
象
者
の
本
人
確
認
書
類

（
申
請
者
が
本
人
以
外
の
場
合
は
、そ
の
方
の

本
人
確
認
書
類
も
ご
持
参
く
だ
さ
い
。）

※
令
和
6
年
度
よ
り
愛
西
市
高
齢
者
福
祉
タ

ク
シ
ー
料
金
助
成
受
給
資
格
者
証
明
書
は
必

要
な
く
な
り
ま
す
。

▼
申
請
先
／
高
齢
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合
の
基
本
料
金

と
迎
車
回
送
料
金
を
助
成
し
て
い
ま
す
。利

用
券
は
年
間（
年
度
）24
枚
で
す
。

▼
受
付
開
始
日
／
令
和
6
年
度
分
は
3
月
26

日（
火
）〜

※
3
月・4
月
は
大
変
込
み
合
い
ま
す
。

お
急
ぎ
で
な
い
方
は
、時
期
を
ず
ら
し
て

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者
／
次
の
い
ず
れ
か
を
所
持
し
て
い

る
方

・身
体
障
害
者
手
帳
1
〜
3
級

・療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
Ｂ

・精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

・被
爆
者
健
康
手
帳

▼
持
参
す
る
も
の
／

・該
当
し
て
い
る
い
ず
れ
か
の
手
帳

・来
庁
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

▼
申
請
先
／
社
会
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

▼
制
度
内
容
／
１
か
月
間
に
か
か
っ
た
医
療

保
険
の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合

は「
高
額
療
養
費
」、介
護
保
険
の
自
己
負
担

額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
は「
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
」が
申
請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
さ
ら
に
、１
年
間
に
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
自
己
負
担
の
合
算
額
が
基
準
額（
別
表

参
照
）を
超
え
た
場
合
、超
え
た
分
が
申
請
に

よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
支
給
条
件
／

・算
定
期
間：
令
和
４
年
８
月
診
療
分
か
ら
令

和
５
年
７
月
診
療
分
ま
で

・計
算
対
象：
令
和
５
年
７
月
末
時
点
で
加
入

し
て
い
る
医
療
保
険
ご
と
に
計
算
し
ま
す
。

・
計
算
対
象
に
な
る
自
己
負
担
額
：「
高
額
療

養
費
」・「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」と
し
て
支

給
さ
れ
た
額
を
差
し
引
い
た
金
額
の
合
計
が

計
算
対
象
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、医
療
保
険
・
介
護
保
険
と
も
に
、

計
算
対
象
と
な
る
自
己
負
担
額
が
あ
る
こ
と

（
例
え
ば
、国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
介

護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、対
象
と

は
な
り
ま
せ
ん
。）

※
計
算
対
象
の
金
額
が
基
準
額（
別
表
）か
ら

500
円
を
超
え
な
い
場
合
は
、支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。

▼
申
請
手
続
／

【
愛
西
市
国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者
医
療

保
険
の
被
保
険
者
】

　
対
象
と
な
る
被
保
険
者
へ
郵
送
で
ご
案
内

し
ま
す
の
で
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
書
類
／

・
健
康
保
険
証（
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
）

・
自
己
負
担
額
証
明
書（
算
定
期
間
内
で
医
療

保
険
者
・
介
護
保
険
者
が
変
更
に
な
っ
た
場

合
に
必
要
）

・振
込
先
通
帳

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー

ド
な
ど
個
人
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の

▼
申
請
先
／

保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所

【
被
用
者
保
険（
会
社
の
保
険
）や
愛
西
市
以

外
の
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
の
被
保
険
者
】

　
申
請
先
、申
請
方
法
は
、令
和
５
年
７
月
末

に
ご
加
入
の
医
療
保
険
者（
会
社
な
ど
）に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
毎
年
４
月
２
日
は
国
連
総
会
の
決
議
で

「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」と
さ
れ
て
お
り
、

日
本
で
は
４
月
２
日
〜
８
日
を「
発
達
障
害

啓
発
週
間
」と
し
て
い
ま
す
。

　
自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る
発
達
障
害
は
、

親
の
育
て
方
や
本
人
の
努
力
不
足
で
は
な

く
、脳
の
発
達
の
仕
方
の
違
い
が
原
因
と
さ

れ
て
い
ま
す
。コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
苦

手
で
、誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、人
混
み
や

大
き
な
音
や
光
が
苦
手
な
ど
、生
き
づ
ら
さ

を
感
じ
て
い
る
方
が
い
ま
す
。こ
の
機
会
に

発
達
障
害
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
し
ょ

う
。

【
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
・
日
本
実
行
委
員
会

公
式
サ
イ
ト
】

https://w
w
w
.w
orldautism

aw
ar

enessday.jp/

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

対象者

利用区間

・80歳以上のすべての方
・65歳以上のひとり暮らしの方
・65歳以上の高齢者のみの世帯の方

現行 変更後

・80歳以上の方
・65歳以上の要介護１～５の方
・65歳以上の運転ができない方

申請時に
必要な物

居宅と公共施設および
医療機関の間

・愛西市高齢者福祉タクシー
料金助成受給資格者証明書

愛西市・海部津島地区・稲沢市
（利用目的は制限なし）

・対象となる方の本人確認書類
・申請者が対象者と異なる場合は、
申請者と対象者の本人確認書類が
必要となります。

会議日

3月4日（月）

3月5日（火）

内容

一般質問

一般質問

3月定例会のクローバーＴＶによる議会放映の日程です。ぜひご覧ください。

議会3月定例会放映のお知らせ

クローバーＴＶ放映日時(ﾁｬﾝﾈﾙ121）

3月8日（金）午前10時～・午後7時～

3月11日（月）午前10時～・午後7時～

議会事務局　☎（55）7141

19万円19万円低所得Ⅰ 34万円
オ

（住民税
非課税世帯）

31万円31万円低所得Ⅱ
60万円

エ
（210万円以下）

67万円
ウ

（210万円超
600万円以下）56万円56万円

一般
（課税所得145万円未満）

67万円67万円現役並み所得者Ⅰ
（課税所得145万円以上）

141万円
イ

（600万円超
901万円以下）

141万円141万円現役並み所得者Ⅱ
（課税所得380万円以上）

212万円ア
（901万円超）

212万円212万円現役並み所得者Ⅲ
（課税所得690万円以上）

現
役
並
み
所
得
者

医療保険＋介護
（70歳未満）所得区分医療保険＋介護

（70歳以上）後期＋介護所得区分
高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）7
1
1
6

社
会
福
祉
課 

☎（
55
）７
１
１
５

保
険
年
金
課 

☎（
55
）７
１
１
９

高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）７
１
１
６

社
会
福
祉
課 

☎（
55
）７
１
１
５

高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）７
１
１
６

高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）7
1
1
6

広報あいさい 2024.3 10広報あいさい 2024.311

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

健
康
ガ
イ
ド

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

ス
ポ
ー
ツ

子
育
て
１
・
２
・
３

あ
い
さ
い
見
聞
録

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

子
育
て
１
・
２
・
３

あ
い
さ
い
見
聞
録


